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は じ め に 

本県における令和６年中の交通事故（人身事故）の発生状況につきましては、発生

件数は、2,875 件（前年比 89 件減少）、死者数は、44 人（前年比６人増加）、負傷者

数は、3,387 人（前年比 186 人減少）でした。 

また、令和６年中の交通事故に占める飲酒絡み事故の構成率は 2.50％で、全

国平均（0.9％）の約２．８倍という高い構成率で４年連続ワーストとなってお

り、依然として飲酒運転の根絶は大きな課題となっております。 

本県では、交通事故被害者の救済援護対策として、本土復帰した昭和 47 年に沖縄

県交通事故相談所を設置して以来、交通事故により発生する諸問題について、相談者

に対する指導・助言を行っています。 

近年、相談所に寄せられる相談内容は、自賠責保険請求等に関する相談、債務不履

行に関する相談、訴訟調停の利用相談など複雑・多様化し、自動車損害賠償責任保険

制度、訴訟や調停の手続きなどの専門的な知識や経験が必要となっております。 

このような状況に対応するため、本相談所では、相談員の資質向上や県内各地にお

ける巡回相談の実施など、業務の充実に努めるとともに、県民の身近な相談窓口とし

て、広く利用されるよう広報活動の徹底を図っています。 

この冊子は、本相談所における令和６年度の相談の概要を取りまとめたものですの

で、関係各位の業務の参考として御活用いただければ幸いです。 

令和７年７月 

沖縄県生活福祉部生活安全安心課長 
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沖縄県交通事故相談所事業概要 

１ 概要 

交通安全対策基本法第３８条に基づき交通事故被害者対策の一環として、復帰後の昭和４

７年６月に沖縄県交通事故相談所を設置し、また昭和５６年には、中・北部の交通事故被害

者等の利便増進のため中部支所を設置して、交通事故被害者等が抱えている損害賠償、更生

問題等についてあらゆる角度から相談に応じ、これを公正かつ適正に解決するための指導 
・助言を行っている。 

２ 所在地 

（１）沖縄県交通事故相談所（本所） 

那覇市旭町１１６－３７ 沖縄県南部合同庁舎５階 

 ＴＥＬ ０９８－８６６－２１８５ ＦＡＸ ０９８－８６６－２１８９ 

３ 相談時間 

（１）本所 ・・・・月曜日から金曜日までの 08：30 から 17：15 

（年末年始・祝日・慰霊の日を除く） 

（２）巡回相談・・・・・・・１０：００～１５：００（祝日・慰霊の日を除く） 

北 部 地 区：４箇月 1回第３木曜日 

宮 古 地 区：年１回実施 

八 重 山 地 区：年１回実施 

 

４ 交通事故相談員 

本 所 ２名 

 

５ 事業費 

（単位：千円） 

年度 
(当 初 予

算) 

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R６年度 

一 般 8,153 6,248 7,066 7,353 7,457 7,577 8,786 

６ 相談内容等 

〇相談内容は自賠責保険の請求、損害賠償額の算定、賠償責任者、示談方法等 
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１  年度別相談状況

（１）交通事故発生件数と相談受理件数の推移

年度

件数等

相談日数
（日）

沖縄県 241 241 244 244 242 242 241 242 242 243

1日当たり
相談件数
（件）

沖縄県 4.6 5.1 4.4 3.8 3.2 2.4 2.4 2.3 2.2 1.6

注１）交通事故発生件数は暦年で、警察庁統計「交通事故の発生状況（年報）」による。また、人身事故に限る

注２）（全国）相談受理件数及び対前年度比、並びに相談率は国土交通省発行「交通事故相談所の概要及び一覧」の公表次第、追記とする（R7.10.10追記）

注３）相談率は、相談受理件数÷交通事故発生件数×１００　で表す
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（件）
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（件）

相談受理
件数の対
前年度比
（％）

相談率
（％）

沖縄県

全 国
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全 国
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全 国
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△ 1.0
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2,778
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1,074

△ 12.2

Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 R１年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年
相談件数 1,102 1,219 1,074 917 779 591 585 549 529 397

事故件数 5,621 5,491 5,168 4,435 4,075 2,808 2,783 2,778 2,964 2,875
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２　月別相談状況

（１）相談方法別処理状況

　月別 Ｒ６ Ｒ７ 構成比

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 （％）

来　　所 12 7 6 5 12 6 6 6 3 2 5 7 77 19.4

巡　　回 3 3 1 3 0 3 1 2 0 0 0 0 16 4.0

電　　話 22 20 22 29 19 29 33 25 22 23 31 29 304 76.6

計 37 30 29 37 31 38 40 33 25 25 36 36 397 100

（２）相談方法別内訳

（３）月別相談件数（過去4年比較）
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30 29
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38 40

33

25 25

36 36
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90

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

19.4%
4.0%

76.6%

来所
77件

電話
304件

巡回
16件
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３　被害者・加害者別相談状況

区分 被害者 加害者 その他 合　 計

件　数 267 121 9 397

構成比
(%)

67.3 30.5 2.3 100.0

４　交通事故種別相談状況

事故別 死亡 重傷 軽傷 物損等 その他 合　 計

件　数 8 66 199 121 3 397

構成比
(%)

2.0 16.6 50.1 30.5 0.8 100.0

５　新規･継続別相談状況

種　 別 新規 継続 合　 計

件　数 282 115 397

構成比
(%)

71.0 29.0 100.0

６　所要時間別相談状況

相談時間 30分以内 30～60分 60分以上 合　 計

件　数 166 168 63 397

構成比
(%)

41.8 42.3 15.9 100.0

（注）重症は、骨折、頭部損傷、内臓損傷を指す
　　また軽傷は、重症以外（捻挫、打撲、擦り傷、
　　切り傷、むち打ち等）を指す

死亡

8件
（2.0%） 重傷

66件
（16.6%）

軽傷

199件
（50.1%）

物損

121件
（30.5%）

その他

3件
（0.8％）

新規

282件
71.0%

継続

115件
29.0%

30分以内
166件
（41.8%）

30～60分
168件
（42.3%）

60分以上
63件

（15.9%）

被害者

267件
(67.3％）

加害者

121件
(30.5％）

その他

9件
(2.3％）
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７　男女・年齢別相談状況

（１）男女・年齢別相談状況

　月別

区分

男 217 54.7

女 180 45.3

　　計 397 100.0

（２）男女別構成比

（３）年齢別構成状況

合計
構成比
（％）

52.247.8
54.7

45.3
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Ｒ４ Ｒ5 Ｒ6
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８　内容別相談状況

９　経過期間別相談状況
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用

そ
の
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計

R5年度
8 2 30 1 4 1 4 479 529

R6年度 0 1 0 13 0 0 5 0 0 0 0 378 397

構成比（R6年度） 0.3% 3.3% 1.3% 95.2% 100%
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１０　地域別相談状況　 　
区分 対 面 相 談 通 信 相 談

市町村別

国 頭 村 1

大宜味村

東 村 1 1 1

今帰仁村 2

本 部 町 1

名 護 市 1 2 3 5 5 8 20

宜野座村

金 武 町 1 1 1 3

恩 納 村 2 2 2 1

伊 江 村 3 3 3

伊平屋村 1 1 1
伊是名村

うるま市 4 5 9 23 23 32 35

沖 縄 市 4 6 10 38 38 48 94

読 谷 村 1 1 3 3 4 9

嘉手納町 1 1 4 4 5 7

北 谷 町 1 1 5 5 6 13

北中城村 1 1 2 4 4 6 3

中 城 村 2 2 11 11 13 3

宜野湾市 1 1 11 11 12 20
西 原 町 3 3 7 7 10 13

浦 添 市 5 5 28 28 33 44

那 覇 市 39 39 83 83 122 141

久米島町 2

北大東村

南大東村

豊見城市 1 1 13 13 14 17

糸 満 市 4 4 12 12 16 20

南 城 市 4 4 10 10 14 8

八重瀬町 1 1 1 1 2 3

与那原町 4 4 4 3

南風原町 1 1 3 3 4 5

渡嘉敷村

座間味村

粟 国 村 1 1 1
渡名喜村

宮古島市 1 1 8 8 9 13
多良間村

石 垣 市 2 2 2 2

竹 富 町 1 1 1
与那国町 2 2 2 1

他 その他不明 4 4 17 17 21 45

合 計 77 16 93 304 304 397 529

小
計

南
部
地
区

中
部

北
部

R5年度
地
区

宮
古

八
重
山

R6年度
合計

来
所

巡
回

小
計

電
話

文
書
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沿革 

昭和 47.5 本土復帰 

昭和 47.6.1 沖縄県交通事故相談所を県庁構内（県企画部県民室）に設置し、交通事故相談

員を 3人配置（県庁第２庁舎１階） 

沖縄県行政組織規則（昭和 47年沖縄県規則第２号）第 197条沖縄県交通事故

相談所設置要綱（沖縄県訓令第 12号） 

昭和 48.4.1 県民室から県民生活室へ名称変更 

昭和 49.4.1 沖縄県部設置条例の一部改正に伴い生活福祉部青少年交通安全対策室に移管 

昭和 49.3.30 沖縄県行政組織規則（昭和 47年沖縄県規則第 2号）が規則第 18号により全部

改正（第 197号廃止） 

昭和 52.7.30 沖縄県交通事故相談所設置要綱（沖縄県訓令第 12号）の廃止 

昭和 52.8.15 沖縄県交通事故相談所設置運営要綱を定める。 

沖縄県交通事故相談所運営要領を定める。 

昭和 54.4.1 組織改編に伴い商工観光部交通運輸課に移管 

昭和 56.4.1 沖縄県交通事故相談所中部支所を県企業局コザ庁舎 2階（沖縄市山里 284）に

設置（２名配置） 

昭和 60.4.1 本所を県庁本庁舎１階に移転。 

平成元.4.1 組織改編に伴い、企画開発部離島・交通対策課へ移管 

平成３ 交通事故相談所補助金が廃止され、交付金化された。 

平成８.4.1 組織改編に伴い、生活福祉部青少年・交通安全課へ移管 

平成 10.4.1 組織改編に伴い、文化環境部青少年・交通安全課へ移管 

平成 13.4.1 組織改編に伴い、文化環境部生活企画・交通安全課へ名称変更 

平成 17.4.1 組織改編に伴い、文化環境部県民生活課へ名称変更 

平成 17.4.1 沖縄県交通事故相談所本所を沖縄県南部合同庁舎 9階（那覇市旭町１）に移転 

平成 18.3.31 交通事故相談所交付金の廃止 

平成 18.4.1 交付金廃止に伴い本所の相談員を 1名減とする。（本所 2名、支所 2名） 

平成 19.3.30 沖縄県交通事故相談員設置規程（沖縄県訓令第 43号）を定める。 

平成 20.4.1 沖縄県交通事故相談所中部支所を沖縄市中央 2-28-1（コリンザ 2階）に移転 

（県企業局コザ庁舎取り壊しに伴う） 
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平成 21.5.11 沖縄県南部合同庁舎の移転に伴い沖縄県交通事故相談所本所を那覇市旭町 11 

6-37（新沖縄県南部合同庁舎 5階に移転） 

平成 21.10.5 沖縄県交通事故相談所中部支所を沖縄市美原 1-6-34（新沖縄県中部合同庁舎 

４階）に移転 

平成 23.4.11 組織改編に伴い、環境生活部県民生活課へ名称変更 

平成 26.4.1 組織改編に伴い、子ども生活福祉部県民生活課へ名称変更 

平成 27.4.1 組織改編に伴い、子ども生活福祉部消費・くらし安全課へ名称変更 

平成 28.3.29 沖縄県一般職非常勤職員の職の設置に関する規程（沖縄県訓令第５号）を

定める沖縄県交通事故相談員設置規程（沖縄県訓令第 43号）廃止 

平成 31.4.1 沖縄県交通事故相談所運営要領の一部改正支所の相談員を１名減（本所 2

名、支所１名）及び支所の相談日を月曜日、水曜日、金曜日へ変更 

令和６.3.31 沖縄県交通事故相談所中部支所を廃止 

令和６.4.1 組織改編に伴い、生活福祉部生活安全安心課へ名称変更 
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沖縄県交通事故相談所設置運営要綱 

（目 的） 

第１条 交通事故による被害者の救済等に関する相談に応ずるとともに、交通事故による被害者 

に対する援護活動の促進及び強化を図るため、沖縄県交通事故相談所（以下「相談所」とい

う。）を設置し、相談所の運営について必要な事項を定め、業務の円滑な実施を図ることを目

的とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱において、関係援護機関とは、地方法務局、福祉事務所、公共職業安定所、社

会福祉協議会、弁護士会、その他交通事故被害者援護に関する事務、若しくは事業を行う機関

又は団体をいう。 

（業 務） 

第３条 相談所は、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） 交通事故に係る被害者及び加害者又はその家族等（以下（交通事故被害者等」という。）

に対し、交通事故相談（賠償問題、その他の諸問題について、交通事故被害者等からの相

談に応じ指導助言することをいう。以下同じ。）を実施すること。 

（２） 交通事故被害者等の援護について、必要に応じ関係援護機関へのあっせんを行うこと。 

（３） 市町村に対し、交通事故相談業務の運営に関する指導及び交通事故相談に関する市町村職

員の研修を行うこと。 

（４） 交通事故被害者等の援護に関し、市町村及び関係援護機関相互間の連絡を図ること。 

（５） 交通事故被害者等の援護に関する広報を行うこと。 

（職 務） 

第４条 相談所に所長及び交通事故相談員を置く。 

２ 所長は、生活福祉部生活安全安心課長を充てる。 

３ 交通事故相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ前条の業務を行うに必要な熱意と

学識経験者を有する者のうちから知事が委嘱する。 
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４ 所長は、相談所の業務を掌理する。 

５ 交通事故相談員は、所長の命を受け、前条の業務を処理する。 

（アドバイザー） 

第５条 相談所は、（財）交通事故紛争処理センターが派遣する交通事故相談員アドバイザー（以

下「アドバイザー」という。）を受け入れることができる。 

２ アドバイザーは、相談員に対し、個々の相談事案に関する助言・アドバイス等を行うものと

する。 

（細 則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、相談所の運営に関して必要な事項は、別に定める。 

  

- 12 -



 

沖縄県交通事故相談所運営要領 

（目 的） 

第１条 この要領は、沖縄県交通事故相談所設置運営要綱（昭和５２年８月１５日制定）第６条 

の規定に基づき、沖縄県交通事故相談所（以下「相談所」という。）の運営に関し、必要な事 

項を定めることを目的とする。 

（相談業務等の実施の基準） 

第２条 相談所の交通事故相談及び関係援護機関等へのあっせんに関する業務の実施の基準は、 

次のとおりである。 

（１）交通事故相談は、死亡、重傷又は後遺症等の重大被害を受けた者又はその家族に重点をお

いて実施するものとし、特に賠償問題については、事故状況、その他の事実関係の十分な調

査に基づいて、深度のある指導助言を行うこと。 

（２）賠償問題に関する相談事案の処理に当たっては、当事者間の示談交渉そのものに介入しな

いものとする。 

（３）賠償問題に関する相談事案で訴訟、調停等の司法手続きによらなければ問題の解決が困難

と認められるものについては、利用可能な諸司法手続きを一般的に教示することにとどめ、

弁護士会、その他交通事故に関する法律の専門機関等にあっせんしてその処理にゆだねるも

のとする。 

（４）更生問題に関する相談事案については、更生の方途、各種社会福祉制度の利用等につき指

導助言するとともに必要に応じ福祉事務所、公共職業安定所又は社会福祉協議会へのあっせ

んを行うものとする。 

（５）その他一身上の問題についても、できる限りの相談に応じるものとする。 

（６）交通事故相談実施後においても、なお引き続いて補完的な指導を要すると認められるもの

については、市町村、民生委員又は人権擁護委員に連絡し、補完的な指導を行う等の協力を

求めるものとする。 

（広報業務の実施基準） 

第３条 相談所の広報に関する業務の実施の基準は、次のとおりとする。 

（１）住民に対し、民事上の損害賠償制度、自動車損害賠償責任保険制度等交通事故による被害

を受けた際に必要な予備知識の普及に努めるものとする。 

（２）交通事故被害者に対する損害賠償責任の適正な履行についての住民の関心の高揚及び交通

事故被害者に対する援護思想の普及に努めるものとする。 

（３）前各号に掲げる事項の普及のため、パンフレットの発行を行うほか、県及び市町村の広報

紙、新聞、テレビ、ラジオ等の広報手段を積極的に利用するものとする。 
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（相談所の運営） 

第４条 相談所の相談日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。 

（１）沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和４７年沖縄県条例第４３号）

第７条第２項及び同条第３項に規定する日 

（２）日曜日及び土曜日 

（相談時間） 

第５条 相談所の相談時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

（関係援護機関との連絡） 

第６条 相談所は、次に掲げる機関又は団体と緊密な連絡を保ち、その業務の円滑適正な運営を

図るように努めるものとする。 

（１）関係援護機関等 

（２）県警察 

（３）県人権擁護委員連合会 

（４）地方裁判所及び簡易裁判所 

（５）民生委員協議会 

（６）交通安全協会 

（７）損害保険会社 

（８）自動車賠償保険査定所 

（９）その他、交通事故被害者に関する事務又は事業を行う機関又は団体 

（相談取扱上の注意） 

第７条 交通事故相談員及び顧問弁護士（以下「相談員等」という。）は次の事項に留意して相 

談に応ずるものとする。 

（１）相談所来訪者の心情を深く洞察し、懇切ていねいな態度で応接すること。 

（２）平易簡明なことばを用い、いたずらに難解な法律用語、専門用語等の乱用を慎むこと。 

（３）相談業務を通じて知り得た他人の秘密は絶対にもらさないこと。 

（相談の処理） 

第８条 相談の処理は、相談票（様式１）によって行い、その処理にあたっては、次の各号に留 

意しなければならない。 

（１）相談は、面接によるもののほか、郵便、電話等によるものについても受理すること。 

（２）相談員は、毎月５日までに前月における交通事故相談について、その取扱状況の報告書を 

    作成し、所長に報告すること。 
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（相談勤務計画） 

第９条 相談員等の勤務計画は、次の基準に従い、毎月末までに翌月分を策定し、所

長の承認を 受けるものとする。 

（１）相 談 員：１か月１６日の範囲内 

（２）顧問弁護士：毎週１日の範囲内 

２ 前項の勤務計画は、交通事故相談勤務計画表に基づいて策定するものとする。 

（帳票類） 

第１０条 相談所に備え付ける帳票類は、次の各号のとおりとする。 

（１）相談所業務日誌 

（２）出勤簿 

（３）市町村等質疑応答簿 

（巡回相談） 

第１１条 巡回相談に関する実施基準は、次のとおりとする。 

（１）巡回相談は、相談員が相互にあたるものとし、その日程、場所等は、毎月の相

談勤務計画  を勘案のうえ、別途所長が定める。 

（２）巡回相談については、計画策定後、直ちに関係市町村に連絡するとともに、こ

れを公表し、県民に周知させるものとする。 

（３）巡回相談の場所は、原則として、市町村役場とする。 

（４）巡回相談の結果については、巡回相談結果報告書により、所長に報告しなけれ

ばならない。 

（出張命令） 

第１２条 相談員は、出張しようとするときは、その用務、出張先、期間等を明らか

にして、所長の決裁を受けなければならない。 

２ 相談員等は、帰庁したときは、速やかに復命書を所長に提出しなければならな

い。ただし、簡易な事項については口頭で復命することができる。 

（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、相談所の運営に関し、必要な事項は、所長

が定める。 

（施 行） 

この要領は、昭和５２年８月１５日から施行する。 
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沖縄県会計年度任用職員の職の設置に関する規程（抜粋） 

 
（趣旨）第１条 この訓令は、知事の事務部局及び労働委員会の事務部局（以下「部

局」という。）における会計年度任用職員（地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）

第 22 条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。以下同じ。）の職の設置に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 
第２条 会計年度任用職員の職として、次の表の左欄に掲げる部局に、同表の中欄に掲

げる職を設置し、その職務内容は同表の右欄のとおりとする。 

部局 職 職務内容 

生活福祉部 交通事故相談員 交通事故被害者等からの相談対応

等に関する補助的又は定型的な業

務 
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交通事故相談の主な関係機関 

○【自動車保険・自賠責保険の保険金請求に関するご相談】 

 そんぽＡＤＲセンター沖縄 電話 098-993-5951 

〒900-0033 那覇市久米 2-2-20 大同火災久米ビル 9 階 

○【交通事故証明の発行】 

自動車安全運転センター沖縄県事務所 電話 098-840-2822 〒901-0225 沖

縄県豊見城市豊崎 3-22 沖縄県運転免許センター内 

○【法律相談】 

公益財団法人日弁連交通事故相談センター沖縄県支部 

電話 098-865-3737 

〒900-0014 那覇市松尾 2-2-26-6 沖縄弁護士会館内 

○【調停、訴訟費用立替】 

日本司法支援センター沖縄地方事務所（法テラス沖縄） 

電話 0570-078-368 

〒900-0023 那覇市楚辺 1-5-17 プロフェスビル那覇 2 階 

○【生活資金の貸し付け】 

独立行政法人自動車事故対策機構沖縄支所（ＮＡＳＶＡ） 

電話 098-916-4860 

〒900-0021 那覇市泉崎 2-103-4 沖縄県ハイヤー・タクシー協会 3 階 

○【紛争・和解・斡旋と法律相談】 

公益財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部 

電話 092-721-0881 

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-9-17 福岡天神フコク生命 10 階 
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